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規 則

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和 4年12月20日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第49号

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

高知県港湾施設管理条例施行規則（昭和29年高知県規則第51

号）の一部を次のように改正する。

第 9条第 1項中「第50条の 2第 6項第 1号」を「第48条の 4第

6項第 1号」に改める。

別記第 5号様式（上）及び同様式（中）並びに別記第 9号様式

（上）及び同様式（中）中

「高知県知事　　　　　　　　　　 」

を

「高知県知事　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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